
日医発第 538 号（健Ⅱ） 

令和７年７月 11 日 

 

都道府県医師会 

感染症危機管理担当理事 殿 

 

 

日本医師会感染症危機管理対策室長   

笹 本 洋 一 

 

 

ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種後に生じた症状の 

相談支援体制及び医療提供体制の更なる連携について（周知） 

 

 

今般、厚生労働省より各都道府県等衛生主管部（局）宛標記の事務連絡がなされるととも

に本会に対しても周知方依頼がありました。 

 

ＨＰＶワクチンについては、接種後に広範な疼痛又は運動障害を中心とする多様な症状を

呈する患者に対し、より身近な地域で適切な診療を提供するため、都道府県単位でＨＰＶワ

クチン接種後に生じた症状の診療に係る協力医療機関が選定されています。また、令和４年

度からは地域ブロック別に拠点病院が選定され、相談支援・医療提供体制の強化が図られて

います。 

ＨＰＶワクチンについては、従来の定期接種に加えて、キャッチアップ接種の経過措置が

実施されているところです。 

本事務連絡は、医療機関、医師会及び行政等の関係者間の連携を更に深めることにより、

ＨＰＶワクチン接種後に体調の変化等の症状を生じた方が必要な支援を円滑に受けられる

よう、引き続き体制整備を図る取組みについて連絡するものです。 

 つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知のうえ、郡市区医師会、関係

医療機関等に対する周知方、ご高配のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

記 

 

 協力医療機関の選定目的や役割等について改めてご了知いただくこと 

 協力医療機関においては、担当医師や事務担当者の連絡先等の基本情報に変更等があっ

た場合は、都道府県に速やかに報告すること 

 協力医療機関における患者の診療にあたっては、ブロック拠点病院との連携を深めるこ

と 

 協力医療機関においては、ＨＰＶワクチンの安全性に関する厚生労働科学研究への協力

を改めて検討すること 



 

 

 事 務 連 絡 

令和７年６月 27 日 

 

公益社団法人日本医師会御中 

 

 

厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部予防接種課 

 

 

ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種後に生じた症状の 

相談支援体制及び医療提供体制の更なる連携について（周知） 

 

予防接種行政につきましては、日頃より御理解と御協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

今般、ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種後に生じた症状の相談支援体制及び

医療提供体制の更なる連携について別添のとおり各自治体宛て事務連絡を発出いたし

ました。 

つきましては、貴会会員に対する周知についても、御協力いただきますようお願い申

し上げます。 

 



 

事 務 連 絡

令 和 ７ 年 ６ 月 2 7 日 

 

 

各都道府県衛生主管部(局) 御中  

 

厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部予防接種課 

 

ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種後に生じた症状の 

相談支援体制及び医療提供体制の更なる連携について（周知） 

 

 

予防接種行政につきましては、日頃より御理解と御協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン（以下「ＨＰＶワクチン」という。）について

は、接種後に広範な疼痛又は運動障害を中心とする多様な症状を呈する患者（以下単に

「患者」という。）に対して、より身近な地域において適切な診療を提供するため、「ヒト

パピローマウイルス感染症の予防接種後に生じた症状の診療に係る協力医療機関の選定に

ついて」（平成 26年９月 29日付け健感発 0929第２号厚生労働省健康局結核感染症課長通

知。以下「平成 26年通知」という。）により都道府県単位でＨＰＶワクチン接種後に生じ

た症状の診療に係る協力医療機関（以下「協力医療機関」という。）を選定することとして

おり、「ヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種を進めるに当たっての相談支援体

制・医療体制等の維持、確保について」（令和３年 12月 28日付け健健発 1228第１号厚生

労働省健康局健康課長通知）において示した内容も踏まえ、各自治体、協力医療機関、地

域の医療機関、厚生労働科学研究事業研究班の所属医療機関等が連携する診療体制を整備

いただいているところです。 

 また、令和４年度より、ＨＰＶワクチンの定期接種を進めるにあたっての相談支援体

制・医療提供体制等の整備・強化のため「ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種に関

する相談支援・医療体制強化のための地域ブロック拠点病院整備事業」を実施しており、

令和７年度も、引き続き同事業において、地域ブロック別に拠点病院（以下「ブロック拠

点病院」という。）を選定し、医療機関の診療体制の強化を図るとともに、医療機関、都道

府県、市町村や医師会等の関係者の連携をより強化し、十分な相談支援体制や医療体制を

築くこととしております。 

ＨＰＶワクチンについては、従来の定期接種に加えて、積極的勧奨の差し控えにより接

種機会を逃した方に対し、従来の定期接種の対象年齢を超えて接種（以下「キャッチアッ

プ接種」という。）の機会を提供していたところ、令和７年４月以降もキャッチアップ接種

の経過措置が実施されている状況であり、改めて協力医療機関の役割等について御理解い

ただき、地域の医療機関等、協力医療機関及びブロック拠点病院の更なる連携を深めるこ

とにより、ＨＰＶワクチン接種後に体調の変化等の症状を生じた方が必要な支援を円滑に

受けられるよう、引き続き体制整備を図ることが重要です。 



 

つきましては、下記の内容について十分御了知の上、協力医療機関を含む管下の医療機

関等に対して周知をいただくようお願いいたします。 

なお、公益社団法人日本医師会に対し、本件に係る協力を依頼していることを申し添え

ます。 

 

記 

 

１．協力医療機関の目的や役割等に係る周知について 

  各都道府県においては、平成 26年通知の別紙１でお示ししている協力医療機関の選

定目的や役割等について改めて御了知いただくとともに、ＨＰＶワクチン接種後に体調

の変化等の症状を生じた方が必要な支援を円滑に受けられるよう、協力医療機関を含

め、管下の医療機関等に対して、改めてその目的や役割等を周知いただくようお願いい

たします。 

 

２．協力医療機関に係る基本情報の報告及び周知について 

  選定いただいた協力医療機関については、平成 26年通知の別紙２により、協力医療

機関名や担当医師名などの基本情報を報告いただいており、ＨＰＶワクチン接種後に体

調の変化等の症状を生じた方が身近な地域において診療を受けられるよう、リスト化し

て厚生労働省ホームページにおいて公表しているところです。 

各都道府県においては、当該リストにおいて確実に最新の情報を公表するため、当該

リストの情報に変更がない場合であっても、平成 26年通知の別紙２により、令和７年

７月 11日までに別紙２に記載している当課のメールアドレス宛に御報告ください。併

せて、今後、協力医療機関において平成 26年通知の別紙２の①～⑨に変更等があった

場合には、速やかに都道府県から当課までご報告いただくとともに、その報告に遺漏が

ないよう、協力医療機関に対して都道府県に速やかに報告するよう依頼をお願いしま

す。 

加えて、当該リストを活用いただき、管下の医療機関等に対して、患者の診療に係る

協力医療機関への相談や患者の紹介等、協力医療機関との連携を深めていただくよう、

周知をお願いいたします。 

 

３．協力医療機関とブロック拠点病院の連携について 

  各都道府県においては、ＨＰＶワクチン接種後に体調の変化等の症状を生じた方に必

要な支援を円滑に実施するため、協力医療機関における患者の診療にあたって、ブロッ

ク拠点病院との連携を深めていただくよう、改めて管下の協力医療機関に周知をお願い

いたします。 

連携の具体例については下記が考えられます。 

・ブロック拠点病院の最新の知見や症例等の情報を活用する。 

・ブロック拠点病院が管下の医療機関向けに開催している研修会に参加する。 

・ＨＰＶワクチン接種後に体調の変化等の症状を生じた方についてブロック拠点病院

に紹介することを検討し、必要と判断した場合は紹介する。 



 

 

４．ＨＰＶワクチンの安全性に関する厚生労働科学研究への協力について 

  ＨＰＶワクチンについては、ＨＰＶワクチン接種後に体調の変化等の症状を生じた方

に寄り添った支援に繋げられるよう、積極的勧奨が再開された令和４年４月以降、厚生

労働行政推進調査事業費補助金（新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業）

「ＨＰＶワクチンの安全性に関するフォローアップ研究」において、協力医療機関等か

ら収集したデータを基に患者の受診状況等を把握しております。 

その結果については、厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会、薬

事審議会医薬品等安全対策部会安全対策調査会合同部会において評価し、接種の継続を

判断する際に役立てているところ、各都道府県においては、当該研究へ協力することに

ついて、改めて協力医療機関に対し依頼をお願いいたします。 

なお、当該研究に協力いただいている協力医療機関にあっては、調査の対象期間内に

受診者数が０人であっても、その旨を回答いただくよう、周知をお願いいたします。 

以上 

 

（参考） 

・「ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種後に生じた症状の診療に係る協力医療機関の選定

について」（平成 26年９月 29日付け健感発 0929第２号厚生労働省健康局結核感染症課長通

知） 

  https://www.mhlw.go.jp/content/000947616.pdf 

 

・「ヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種を進めるに当たっての 相談支援体制・医療体

制等の維持、確保について」（令和３年 12月 28日付け健健発 1228第１号厚生労働省健康局健

康課長通知） 

https://www.mhlw.go.jp/content/000875154.pdf 

 

・協力医療機関についての厚生労働省ホームページ「ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種

後に生じた症状の診療に係る協力医療機関について」 

  https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou28/medical_institution/index.html 

 

 ・ブロック拠点病院についての厚生労働省ホームページ「ヒトパピローマウイルス感染症の予防

接種に関する相談支援・医療体制強化のための地域ブロック拠点病院整備事業実施法人の公募

について」 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_52036.html 

 

 ・第 105回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会、令和６年度第 10回薬事審

議会医薬品等安全対策部会安全対策調査会合同部会 資料３－４

https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001384287.pdf 
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